
消 防 危 第 ９ ８ 号 

平成２１年６月３日 

各都道府県消防防災主管部長 

東京消防庁・各指定都市消防長 

 

 

消防庁危険物保安室長      

 

「危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配管 

に係る運用基準について（通知）」の一部改正について（通知） 

 

 危険物を取り扱う強化プラスチック製配管については、「危険物を取り扱う配管等として用い

る強化プラスチック製配管に係る運用基準について（通知）」（平成１０年３月１１日付け消防

危第２３号。以下「２３号通知」という。）により運用をお願いしているところです。 

 今般、強化プラスチック製配管について、２３号通知の基準によらなくとも安全性は確保でき

る場合があると確認されたことから、従来運用していた２３号通知を下記のとおり改めることと

しましたので通知します。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、この旨を貴都道府県内の市町村に対して、周

知されるようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３７条の規定に基づく助言とし

て発出するものであることを申し添えます。 

記 

 

１ 本文の改正内容 

１（１）中「使用圧力」の次に「及び取り扱う危険物の種類」を加える。 

１（３)を削り、次の「（４）」を「（３）」に改める。 

２（３）中「１（４）のただし書きに規定する」を削る。 

２（４）中「金属製配管について地盤面から 65 センチメートル以上の根入れ(管長をいう。)

をとり、１（４）のただし書きに規定する地下ピット内で強化プラスチック製配管に接続するこ

と」を「次のいずれかの方法によること」に改め、同（４）に次の①、②及び表を加える。 

① 金属製配管について、地盤面から65センチメートル以上の根入れ(管長をいう。)をと

り、地下ピット内で強化プラスチック製配管に接続すること。 

② 金属製配管について、耐火板により地上部と区画した地下ピット内において耐火板から

120mm以上離した位置で強化プラスチック製配管に接続すること（図１参照）。 

殿 



 

なお、施工にあたっては次の点に留意すること。 

 ・地上部と地下ピットを区画する耐火板は次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能

を有するものとすること。 

・耐火板の金属製配管貫通部のすき間を金属パテ等で埋めること。 

 ・耐火板は、火災発生時の消火作業による急激な温度変化により損傷することを防止する

ため、鋼製の板等によりカバーを設けること。 

 表 耐火板の種類と必要な厚さ 

耐火板の種類 規格 必要な厚さ 

けい酸カルシウム板 
JIS A 5430「繊維強化セメント板」表１「0.5 け

い酸カルシウム板」 
25ｍｍ以上 

せっこうボード 
JIS A 6901「せっこうボード製品」表１「せっこ

うボード」 
34ｍｍ以上 

ALC板 JIS A 5416「軽量気泡コンクリートパネル」 30ｍｍ以上 

 

  ２（７）中「なお、強化プラスチック製配管の接合に係る技能講習については、社団法人強

化プラスチック協会がFRP管継手接合技能講習会を実施する予定であること。」を削る。 

３（１）中「図参照」を「図２参照」に改める。 

 

２ 図の改正内容 

「図」を「図２」に改め、本文の次に次図を加える。 

 

 図１ 金属製配管と強化プラスチック製配管の接続例 

 

 
（連絡先） 

消防庁危険物保安室 

担当：加藤・明田・妙中 

ＴＥＬ ０３－５２５３－７５２４ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３４ 



消 防 危 第 2 3 号 

平成 10 年 3 月 11 日 

各都道府県消防主管部長 殿 

 

消防庁危険物規制課長       

 

危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配管 

に係る運用基準について（通知） 

 

 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成 10 年政令第 31 号)が平成 10

年 2 月 25 日に、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成 10 年自治省令

第 6号)が平成 10 年 3 月 4日にそれぞれ公布され、平成 10 年 3 月 16 日より施行される

こととされた。 

 これにより、危険物を取り扱う配管は、金属製以外の配管であっても、所要の性能を

有するものであれば使用することができることとされたこと等を踏まえ、今回、政令第

9条第 1項第 21 号の危険物を取り扱う配管及び規則第 20条第 3項の通気管として用い

る強化プラスチック製配管に関し、標記の運用基準を下記のとおり定めることとした。 

 ついては、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、その運用に遺漏のないようよろ

しくご指導願いたい。 

 

政令：危険物の規制に関する政令(昭和 34 年政令第 306 号) 

規則：危険物の規制に関する規則(昭和 34 年総理府令第 55 号) 

 

記 

 

 

1 強化プラスチック製配管の範囲等 

 次に掲げる強化プラスチック製配管は、政令第 9 条第 1 項第 21 号イからニまでに規

定する危険物を取り扱う配管の強度、耐薬品性、耐熱性及び耐腐食性に係る位置、構造

及び設備の技術上の基準に適合するものであること。 

 

(1) 強化プラスチック製配管に係る管及び継ぎ手は、日本工業規格 K7013「繊維強

化プラスチック管」附属書 2「石油製品搬送用繊維強化プラスチック管」及び日

本工業規格 K7014「繊維強化プラスチック管継手」附属書 2「石油製品搬送用繊

維強化プラスチック管継手」に定める基準に適合するもので、使用圧力及び取り

参考：改正内容を反映した後の「危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック

製配管に係る運用基準について（通知）」（平成１０年３月１１日消防危第２３号通知） 



扱う危険物の種類等の使用条件に応じて、適切に選択されるものであること。 

 

(2) 強化プラスチック製配管は呼び径 100A 以下のものであること。 

 

(3) 強化プラスチック製配管は、火災等による熱により悪影響を受けるおそれのな

いよう地下に直接埋設すること。ただし、蓋を鋼製、コンクリート製等とした地

下ピットに設置することができること。 

 

2 強化プラスチック製配管の接続方法 

 

(1) 強化プラスチック製配管相互の接続は、日本工業規格 K7014「繊維強化プラス

チック管継手」附属書 3「繊維強化プラスチック管継手の接合」に規定する突き

合せ接合、重ね合せ接合又はフランジ継手による接合とすること。 

 

(2) 強化プラスチック製配管と金属製配管との接続は、(3)のフランジ継手による接

合とすること。 

 

(3) 突き合せ接合又は重ね合せ接合は、政令第 9 条第 1 項第 21 号ホ及び規則第 20

条第 3項第 2 号に規定する「溶接その他危険物の漏えいするおそれがないと認め

られる方法により接合されたもの」に該当するものであること。一方、フランジ

継手による接合は、当該事項に該当しないものであり、接合部分からの危険物の

漏えいを点検するため、地下ピット内に設置する必要があること。 

 

(4) 地上に露出した金属製配管と地下の強化プラスチック製配管を接続する場合に

は、次のいずれかの方法によること。 

① 金属製配管について、地盤面から 65 センチメートル以上の根入れ(管長をい

う。)をとり、地下ピット内で強化プラスチック製配管に接続すること。 

② 金属製配管について、耐火板により地上部と区画した地下ピット内において耐

火板から 120mm 以上離した位置で強化プラスチック製配管に接続すること(図 1

参照)。 

なお、施工にあたっては次の点に留意すること。 

 ・地上部と地下ピットを区画する耐火板は次表に掲げるもの又はこれらと同等以

上の性能を有するものとすること。 

・耐火板の金属製配管貫通部のすき間を金属パテ等で埋めること。 

・耐火板は、火災発生時の消火作業による急激な温度変化により損傷することを

防止するため、鋼製の板等によりカバーを設けること。 

 

 

 

 

 



    表 耐火板の種類と必要な厚さ 

耐火板の種類 規格 必要な厚さ 

けい酸カルシウム板 
JIS A 5430「繊維強化セメント板」

表１「0.5 けい酸カルシウム板」 
25ｍｍ以上 

せっこうボード 
JIS A 6901「せっこうボード製品」

表１「せっこうボード」 
34ｍｍ以上 

ALC 板 
JIS A 5416「軽量気泡コンクリート

パネル」 
30ｍｍ以上 

 

(5) 強化プラスチック製配管と他の機器との接続部分において、強化プラスチック

製配管の曲げ可とう性が地盤変位等に対して十分な変位追従性を有さない場合

には、金属製可とう管を設置し接続すること。 

 

(6) 強化プラスチック製配管に附属するバルブ、ストレーナー等の重量物は、直接

強化プラスチック製配管が支えない構造であること。 

 

(7) 強化プラスチック製配管の接合は、適切な技能を有する者により施工されるか、

又は適切な技能を有する者の管理の下において施工されるものであること。 

 

3 強化プラスチック製配管の埋設方法 

 

(1) 強化プラスチック製配管の埋設深さ(地盤面から配管の上面までの深さをい

う。)は、次のいずれかによること。（図 2 参照） 

① 地盤面を無舗装、砕石敷き又はアスファルト舗装とする場合、60 センチメー

トル以上の埋設深さとすること。 

② 地盤面を厚さ 15 センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装とする場合、30

センチメートル以上の埋設深さとすること。 

 

 (2) 強化プラスチック製配管の埋設の施工は次によること。 

① 掘削面に厚さ15センチメートル以上の山砂又は6号砕石等(単粒度砕石6号又

は 3～20 ミリメートルの砕石(砂利を含む。)をいう。以下同じ。)を、十分な支

持力を有するよう小型ビブロプレート、タンパー等により均一に締め固めを行う

こと。 

② 強化プラスチック製配管を並行して設置する際には、相互に 10 センチメート

ル以上の間隔を確保すること。 

③ 強化プラスチック製配管を埋設する際には、応力の集中等を避けるため、以下

の点に留意すること。 

・枕木等の支持材を用いないこと。 

・芯出しに用いた仮設材は、埋戻し前に撤去すること。 

・配管がコンクリート構造物等と接触するおそれのある部分は、強化プラスチッ



ク製配管にゴム等の緩衝材を巻いて保護すること。 

④ 強化プラスチック製配管の上面より 5 センチメートル以上の厚さを有し、かつ、

舗装等の構造の下面に至るまで山砂又は 6 号砕石等を用い埋め戻した後、小型ビ

ブロプレート、タンパー等により締め固めを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 金属製配管と強化プラスチック製配管の接続例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 埋設構造例 


